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小山市デジタル情報発信及び 

ホームページリニューアル伴走支援公募型プロポーザル実施要領 

１ 趣旨 

この要領は、小山市デジタル情報発信及びホームページリニューアル伴走支援業務に際

して、業務委託事業者を選定するための公募型プロポーザルの実施に関し必要なことを定める。 

 

※本事業は「令和８年度小山市一般会計予算（令和８年２月小山市議会定例会）」の成立を前提

に事業化される、停止条件付事業です。円滑な事業スタートのため予算成立前に公募を行いま

すが、予算の成立をみなければ提案を公募したことに留まり、いかなる効力も発生しない旨を

ご了承ください。 

 

２ 業務概要 

 ⑴ 業務名称 小山市デジタル情報発信及びホームページリニューアル伴走支援業務 

 ⑵ 業務内容 別添「小山市デジタル情報発信及びホームページリニューアル伴走支援業

務委託に係る仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

 ⑶ 業務期間 契約締結日から令和１０年３月３１日（金） 

 ⑷ 提案上限額 9,592,000 円（消費税込み） 

         ※上記の金額は令和 8 年度から令和 9 年度までの 2 年分の合計であり、

各年度の内訳は以下のとおりである。 

          ・令和 8 年度 6,842,000 円 

          ・令和 9 年度 2,750,000 円 

※上記の上限額は、契約時の予定価格を示すものではなく、業務内容の

規模を示すためのものであることに留意すること。 

 

３ 業務委託事業者の選定方法 

  企画提案書等の関係書類及びプレゼンテーションの内容を総合的に審査・評価し、本市

に最も適した提案を行った者を業務委託事業者に選定する。 

 

４ 事務局 

  小山市総合政策部まちの魅力推進課情報発信係（担当者：金鋪・依田） 

  〒３２３－８６８６ 栃木県小山市中央町１－１－１ 

  電話：０２８５－２２－９３５３ 

  ＦＡＸ：０２８５－２２－９５４６ 

  メール：d-promotion☆city.oyama.tochigi.jp 

（セキュリティ上、☆を＠と読み替えること） 

 

５ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は次の各号に掲げる資格要件をすべて満たす者とする。 
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 ⑴ 小山市物品購入等入札参加有資格者名簿に登録してあること。ただし、参加表明書の

提出時点において、登録事業者以外のもので、以下の⑵～⑼の各要件を満たす者も参加

者とすることができるが、その場合は、参加表明書等の提出期限までに登録申請を完了

すること。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

 ⑶ 小山市建設工事等請負業者指名停止基準による指名停止を受けていないこと。 

 ⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第

2 号に掲げる暴力団、又は参加事業者の役員が、同条第 6 号に掲げる暴力団員である事

業者及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

 ⑸ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく厚生手続開始の申立又は民事再生法

（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。 

 ⑹ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

 ⑺ その他、法令等に違反していないこと又は違反する恐れがないこと。 

 ⑻ 過去５年間に行政機関へ本業務と同種又は類似業務の受託実績が１回以上あること。 

 ⑼ 本業務の実施にあたり、本市との連絡調整や打合せなどに、迅速かつ的確に対応でき

ること。 

 

６ 参加者の募集 

 ⑴ 募集方法 

   小山市公式ホームページにおいて公募する。 

 ⑵ 説明会 

   本プロポーザルに関しての説明会は行わない。 

 ⑶ スケジュール 

項目 日程 

公募の開始 令和８年１月２９日（木） 

質問書の提出期限 令和８年２月５日（木）１７時 

質問書の回答期日 令和８年２月１０日（火） 

再質問書の提出期限 令和８年２月１２日（木）１７時 

再質問書の回答期日 令和８年２月１７日（火） 

参加表明書等の提出期限 令和８年２月２４日（火）１７時 

企画提案書等の提出期限 令和８年３月３日（火）１７時 

一次審査結果の通知（発送日） 令和８年３月１０日（火） 

二次審査（プレゼンテーション）の実施 令和８年３月１７日（火） 

選考結果の通知（発送日） 令和８年３月２４日（火） 

契約調整 令和８年４月１０日（金）まで 

契約締結 令和８年５月 
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⑷ 質問の提出方法等 

本プロポーザルに関する質問は、企画提案書等を作成する上で必要な事項に限ること

とし、質問書（様式第１号）により提出すること。 

なお、口頭による問合せには応じない。ただし、事務局において質問書の内容に疑義

が生じた場合は、質問者へ電話で問合せを行う。 

  ア 提出期限 令和８年２月５日（火）１７時必着 

  イ 提出方法 電子メール（事務局のメールアドレス宛）※送信した旨電話すること 

  ウ 回答 提出された質問の要旨とその回答を令和８年２月１０日（火）までに小山市

公式ホームページに掲載する。なお、個別に回答は行わない。 

 ⑸ 再質問の提出方法等 

一回目の質問に関する内容に限り、再質問を行うことができる。質問を行う際は、一

回目の質問と同様、質問書（様式第１号）を提出する。 

  ア 提出期限 令和８年２月１２日（木）１７時必着 

  イ 提出方法 電子メール（事務局のメールアドレス宛）※送信した旨電話すること 

  ウ 回答 提出された質問の要旨とその回答を令和８年２月１７日（火）までに小山市

公式ホームページに掲載する。なお、個別に回答は行わない。 

 ⑹ 参加表明書等の提出 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書等の関係書類を提出すること。

なお、期限までに参加表明書等の関係書類を提出しない者は、本プロポーザルに参加す

ることができない。 

  ア 提出書類 

①参加表明書（様式第２号） 

②事業者概要等報告書（様式第３号） 

③納税証明書の写し 

  イ 提出部数 正本１部 副本１部 

  ウ 提出期限 令和８年２月２４日（火）１７時 

  エ 提出方法 郵送（必着）又は持参 

  オ 提出先 事務局（小山市総合政策部まちの魅力推進課） 

 ⑺ 参加資格の確認 

「５ 参加資格要件」の確認は、参加表明書等の関係書類の提出期限をもって行い、

参加資格がないと認めた場合には、書面と電子メールで通知する。 

※なお、この時点で参加希望者が３者以内であった場合は、「７ 提案内容の審査」に

おける一次審査（書類審査）は行わず、二次審査（プレゼンテーション）のみで業務

委託事業者を選定することとし、二次審査の日程等を全ての参加希望者に書面と電子

メールで通知する。 

⑻ 企画提案書等の提出 

   本プロポーザルに参加する者は、仕様書を踏まえた企画提案書等を作成し提出するこ

と。 
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  ア 提出書類 

①企画提案書（Ａ４版、任意様式、枚数制限なし） 

    【必須記載項目】 

⑴デジタル情報発信伴走支援 

現状分析・課題整理 
小山市公式 SNS 及び公式ホームページ等を分析し、小

山市の情報発信における課題を記載すること。 

メディア運用・情報発信

支援 

課題解決に向けたメディア運用・情報発信についての

支援方法を具体的に記載すること。 

データ分析基盤の構築 
データ分析基盤の内容及び活用方法について具体的に

記載すること。 

⑵ホームページリニューアル伴走支援 

課題抽出及び改善提案 

現在の市公式ホームページについて、情報の見つけや

すさ、アクセシビリティ、SEO 対策などの視点から課題

を抽出し、それに対する改善提案を具体的に記載する

こと。 

改善に向けた支援 
改善提案を実現するための支援方法について具体的に

記載すること。 

※社名やロゴマーク等会社のわかる名称を記載しないこと。 

※その他、事業費の範囲内で仕様書に記載の目的を達成するために有効な提案があ

れば自由に提案できる。 

※企画提案書を作成するにあたり、市公式 SNS の投稿や、市公式ホームページのス

クリーンショットを引用することができる。 

   ②業務実施体制（様式第４号） 

   ③提案価格見積書（任意様式） 

    ※２か年度分の積算内訳を記載すること。 

  イ 提出部数 ８部 

  ウ 提出期限 令和８年３月３日（火）１７時 

  エ 提出方法 郵送（必着）又は持参 

  オ 提出先 事務局（小山市総合政策部まちの魅力推進課） 

 ⑼ 途中辞退 

   本プロポーザルに参加申込みをした者が途中辞退する場合は、プレゼンテーションの

前々日までにプロポーザル辞退届（様式第６号）を提出する。 

 

７ 提案内容の審査 

 ⑴ 一次審査（企画提案書等書類審査） 

  ア 審査方法 

    ４者以上から提案があった場合、関係書類について別紙「一次審査評価基準」によ

り、小山市デジタル情報発信及びホームページリニューアル伴走支援業務プロポーザ
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ル審査会（以下「審査会」という。）において書類審査を行い、得点の高い順に上位

３者までを二次審査の対象として選定する。なお、一次審査の得点については二次審

査に引き継がない。 

  イ 一次審査結果の通知 

    二次審査の対象から外れた者には、令和８年３月１０日（火）までに書面と電子メ

ールで通知する。なお、二次審査の対象として選定された者には、二次審査の日程等

を記載する。 

 ⑵ 二次審査（プレゼンテーション） 

   一次審査を通過した提案者は、審査会の委員に対し、提出した企画提案書等のプレゼ

ンテーションを行う。 

  ア 実施日時・場所 

    日時：令和８年３月１７日（火）１６時１５分～１７時５５分 

（１者目：１６時１５分～１６時４５分、２者目：１６時５０分～１７時２０

分、３者目：１７時２５分～１７時５５分） 

    場所：小山市役所６階 大会議室 

  イ 方法 

   ①内容及び説明者 

    プレゼンテーションは、企画提案書等の内容に沿ったものとし、本業務を直接的に

担当する者が行う。ただし、質疑の応答については、その限りではない。なお、追加

資料及び資料の差し替えは認めない。訂正がある場合は、プレゼンテーション時に説

明する。 

   ②持ち時間 

    提案説明１５分（機器を設置する場合、その接続時間は含まない）、質疑応答１５

分とする。 

   ③参加人数 

    会場に入室できるのは、説明者を含め３名までとする。 

   ④機器等の使用 

    プロジェクター、スクリーン及び HDMI は事務局が用意する。その他に必要なもの

がある場合は事前に申し出ること。 

  ウ 審査方法 

    審査委員会の委員は、別紙「二次審査評価基準」に基づき、企画提案書等の関係書

類及びプレゼンテーションの内容を総合的に審査・評価する。 

    なお、提案者が１者であっても審査を行う。ただし、評価の最低基準点は、満点の

６割とし、それを下回る場合は選外とする。 

８ 業務委託事業者の選定 

二次審査の結果、評価点数が最も高い者を優先交渉権者として選定する。なお、評価点

が同点の者が複数ある場合は審査会の協議により選定する。 

  選定された優先交渉権者が契約締結までに参加資格を失うなど契約ができない状態にな



6 

 

った場合は、次順位である事業者を優先交渉権者に選定する。その場合の契約締結までの

スケジュールは別途協議する。 

 

９ 審査結果の通知 

審査結果及び提案者の評価点は、令和８年３月２４日（火）までに、二次審査に参加し

た全ての提案者に書面で発送するとともに電子メールで通知する。 

 

１０ 契約調整及び見積書の提出 

優先交渉権者は、委託者と令和８年４月１０日（金）までに仕様の最終調整を行い、確

定した仕様に基づき、契約に必要な見積書を提出する。 

 

１１ 契約締結 

前項の協議が整った場合、令和８年５月中に契約を締結する。 

 

１２ 留意事項・その他 

 ⑴ 企画提案書等の作成、提出、プレゼンテーション等、本プロポーザルに要する費用に

ついては、全て企画提案者の負担とする。 

 ⑵ 提出された書類は、返却しない。 

 ⑶ 本プロポーザルに対し、２以上の提案はできない。 

 ⑷ 次のいずれかに該当する場合は、失格として採点しない。 

  ア 提出書類が期限内に提出されない 

  イ 提出書類に記載すべき事項が記載されていない 

  ウ 提出書類に虚偽の記載がある 

  エ 提案上限額を超えた提案である 

  オ 正当な理由なくプレゼンテーションを欠席 

  カ その他、本実施要領の規定に合致していないと認められる場合 

 ⑸ 提出された書類は、本プロポーザルを実施するために必要な場合、複写・複製するこ

とがある。ただし、本プロポーザル以外の目的で、提案者に無断で使用することはな

い。 

 ⑹ 提出された書類は、参加者の営業上の秘密に該当する部分が含まれている可能性があ

ることから原則として非公開として取り扱うが、小山市情報公開条例（昭和 62 年条例

第 1 号）の規定に基づき、その内容の全部又は一部を公開する場合がある。 

 ⑺ 審査方法及び審査内容、審査結果に対する問合せには一切応じず、異議申し立ても受

け付けない。 

 ⑻ 見積金額は、契約金額を保証するものではなく、本業務に係る経費の見込み額とす

る。 

 ⑼ 契約締結した者が提案した企画提案書等の著作権は、市に帰属する。 
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別紙 一次審査評価基準 

評価指標 評価項目 評価基準 
配点 

（満点） 

提案内容 

(1)デジタル情報発信伴走支援 

現状分析・課題整理 
本市の情報発信における課題を的確

に分析・整理できているか。 
３０ 

メディア運用・情報発

信支援 

課題解決のための支援方法につい

て、具体的かつ有効な提案がなされ

ているか。 

３０ 

データ分析基盤の構築

業務内容に即した適切なデータ分析

基盤の構築及び活用方法について、

専門的な視点に立った提案がなされ

ているか。 

３０ 

(2)ホームページリニューアル伴走支援 

課題抽出及び改善提案

市公式ホームページにおける課題を

的確に抽出し、課題解決に向けた具

体的な改善提案がなされているか。 

３０ 

改善に向けた支援 

改善提案を実現するための支援方法

について具体的な提案がなされてい

るか。 

３０ 

実施体制 

業務実施体制 
今回の業務量・内容に即した人員体

制が整っているか。 
１０ 

スケジュール 事業のスケジュールは妥当か。 １０ 

提案事業者

の優位性 

実績 
他自治体において同様の業務の実績

があるか。 
２０ 

立地 
オンラインだけでなく対面での打合

せや研修の実施が可能か。 
１０ 

経済性 見積価格 適切な価格となっているか。 １０ 

合計 ２１０ 
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別紙 二次審査評価基準 

評価指標 評価項目 評価基準 
配点 

（満点） 

提案内容 

(1)デジタル情報発信伴走支援 

現状分析・課題整理 
本市の情報発信における課題を的確

に分析・整理できているか。 
３０ 

メディア運用・情報発

信支援 

課題解決のための支援方法につい

て、具体的かつ有効な提案がなされ

ているか。 

３０ 

データ分析基盤の構築

業務内容に即した適切なデータ分析

基盤の構築及び活用方法について、

専門的な視点に立った提案がなされ

ているか。 

３０ 

(2)ホームページリニューアル伴走支援 

課題抽出及び改善提案

市公式ホームページにおける課題を

的確に抽出し、課題解決に向けた具

体的な改善提案がなされているか。 

３０ 

改善に向けた支援 

改善提案を実現するための支援方法

について具体的な提案がなされてい

るか。 

３０ 

実施体制 

業務実施体制 
今回の業務量・内容に即した人員体

制が整っているか。 
１０ 

スケジュール 事業のスケジュールは妥当か。 １０ 

提案事業者

の優位性 

実績 
他自治体において同様の業務の実績

があるか。 
２０ 

立地 
オンラインだけでなく対面での打合

せや研修の実施が可能か。 
１０ 

総合評価 プレゼンテーション 
目的達成のための前向きな姿勢が見

られるか。 
３０ 

経済性 見積価格 適切な価格となっているか。 １０ 

合計 ２４０ 

 


